
犬に関すること犬に関すること

猫･その他の動物に関すること猫･その他の動物に関すること

不幸な動物を増やさないために

ペ ッ ト に 関 す る 相 談
動物の虐待･遺棄､飼い方､鳴き声､マナー､多頭飼育などで

お困りの場合は､保健所または動物指導センターへご相談ください｡

草加保健所　☎999･5515

埼玉県動物指導センター南支所　☎048･855･0484

　県では犬､猫などの動物の愛護や正しい飼い方について県民の理解を深めるため､ボ
ランティアとして積極的･自主的に活動を行っていただける方を動物愛護推進員として
委嘱しています｡

募集期間
　11月30日木まで
活動内容

◦�動物の愛護と適正な飼養･管理の重要性について､地域住民の理解を深めるための
　啓発活動
◦地域住民の求めに応じた､繁殖制限措置に関する助言や譲渡仲介の支援など
◦動物の愛護と適正飼養を推進するため県が行う施策への協力
◦�その他､動物の愛護と適正な飼養の推進のため県が必要と認めること
申　　込

�　県ホームページなどから募集要領を確認し､期限までに県生活衛生課へ

問 合 せ
県生活衛生課☎048･830･3612

彩の国動物愛護推進員の募集

広報よしかわ2023.95


